
 熱海市立幼保連携型認定こども園条例をここに公布する。 

  令和２年３月１８日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第２号 

   熱海市立幼保連携型認定こども園条例 

 （設置） 

第１条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合

的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）第１２条の規定に基づき、法第

２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「認定こども園」という。）を設置す

る。 

（名称及び位置） 

第２条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

熱海市立あたみこども園 熱海市桜町３番２０号、熱海市桜町１３番４号 

（開園時間） 

第３条 認定こども園の開園時間は、午前７時１５分から午後６時３０分までとする。ただ 

し、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休園日等） 

第４条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日まで（前号に掲げる日を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又

は別に定めることができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、教育の提供を行わない日は、規則で定める。 

（入園資格） 

第５条 認定こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

第１９条第１項第１号から第３号までに掲げる小学校就学前子どもに該当する者とする。 

（入園の承認等） 



第６条 前条に定める資格を有する者の保護者は、当該者の認定こども園への入園を希望する

ときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。承

認を受けた事項の変更又はその取消しをしようとするときも、同様とする。 

（入園の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園への入園を承認しない

ことができる。 

(1) 利用定員に余裕がないとき。 

(2) 感染症の疾病を有し、他の児童に感染させるおそれがあるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

（入園の承認の取消し等） 

第８条 市長は、認定こども園を利用する者の保護者の申出による場合のほか、第６条の規定

による入園の承認に係る者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、

又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。 

(1) 第５条に規定する入園資格を有しなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正の手段によりその承認を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。 

（利用者負担額等の納付） 

第９条 認定こども園を利用する者の保護者は、熱海市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担等に関する条例（平成２７年熱海市条例第３号）に定める利用者負担額

等を、市長が別に定めるところにより納付しなければならない。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め 

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。ただし、次項、附則第９項及び第１０項の

規定は、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 認定こども園への入園に必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日（以下「施行 

日」という。）前においても行うことができる。 



 （熱海市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部

改正） 

３ 熱海市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例（昭和

３９年熱海市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条に次の１号を加える。 

(25)認定こども園 

 （熱海市における保育の実施等に関する条例の一部改正） 

４ 熱海市における保育の実施等に関する条例（平成２７年熱海市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条の表中熱海市立小嵐保育園の項を削る。 

第４条の表中熱海市立小嵐保育園の項を削る。 

（熱海市における保育の実施等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例の施行前に前項の規定による改正前の熱海市における保育の実施等に関する条例

（以下「旧条例」という。）第３条の表に規定する熱海市立小嵐保育園への入園又はその利

用に関してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ熱海市立あたみこども園への入園

又はその利用に関してなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

６ この条例の施行前に旧条例第３条の表に規定する熱海市立小嵐保育園を利用した児童の子

ども・子育て支援法第２０条に規定する教育・保育給付認定保護者（以下「教育・保育給付

認定保護者」という。）が納付すべき熱海市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担等に関する条例に定める利用者負担額等については、なお従前の例による。 

（熱海市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改

正） 

７ 熱海市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

第３条第２項中「及び市立保育所」を「、市立保育所」に改め、「保育所をいう。以下同

じ。）」の次に「及び市立認定こども園（熱海市立幼保連携型認定こども園条例（令和２年

熱海市条例第 号）第２条に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）」を加える。 

第４条第１項中「の教育・保育給付認定保護者又は市立保育所から」を「、市立保育所か

ら保育を受けた子ども又は市立認定こども園から教育若しくは」に改める。 

 （熱海市年末保育の実施に関する条例の一部改正） 



８ 熱海市年末保育の実施に関する条例（平成２２年熱海市条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条中「いう。）」の次に「及び熱海市立幼保連携型認定こども園条例（令和２年熱海

市条例第 号）第２条に規定する認定こども園（以下「市立認定こども園」という。）」を

加え、「、同条例により」を削る。 

第２条第２項及び第３条中「市立保育園」の次に「又は市立認定こども園」を加える。 

（熱海市立学校設置条例の一部改正） 

９ 熱海市立学校設置条例（昭和３９年熱海市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３熱海市立緑ガ丘幼稚園の項を削る。 

 （熱海市立学校設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

１０ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行前に改正前の熱海市立学校設置条例別表第３

に規定する熱海市立緑ガ丘幼稚園を利用した児童の教育・保育給付認定保護者が納付すべき

熱海市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例に定める利

用者負担額等については、なお従前の例による。 

（熱海市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改

正） 

１１ 熱海市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（平成

１４年熱海市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「をいう。）」の次に「及び熱海市立幼保連携型認定こども園（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２

条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）」を加える。 

第２条中「熱海市教育委員会」の次に「（熱海市立幼保連携型認定こども園の学校医等に

係る補償にあっては、市長）」を加える。 

第６条中「教育委員会規則」を「、市長又は教育委員会が規則」に改める。 


